長寿介護課

平成23年度　営利法人の運営する介護サービス事業者指導監査方針
第１
指導監査の基本方針
介護サービス事業者による不正事案を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本方針2007」（平成19年6月19日閣議決定）により「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を推進することとされた。

これにより、営利法人の運営する全ての地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所に対し、法令遵守を徹底させるための指導監査を平成20年度から平成24年度までに実施する。
第２
指導監査の実施計画
１
監査の実施方法
年度当初に実施計画を策定し、事前に書面（自己点検シート）の提出を受けた上で、監査の対象となる全ての事業所について、設備、帳簿等を実地に確認する。
　　２　指導監査内容

　　　　各事業所における「人員・設備及び運営基準」の遵守状況の確認
　　３　指導監査の根拠法令等
　　　　介護保険法第78条の７及び第115条の17
　　４　指導監査事業所

⑴
対象事業所

営利法人の運営する全ての地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所

⑵
平成23年度　指導監査実施事業者数等
	
	（事業所数内訳）

	
	地域密着型
	地域密着型（予防）

	営利法人の運営する事業所数（Ａ）※
	 97
	　　　　　52
	　　　　　　　　45

	平成23年度監査実施計画数　（Ｂ）
	　 ７
	          ４
	             　 ３

	平成22年度末既監査実施数　（Ｃ）
	　 88
	          48
	             　 40

	監査実施率 ％ （Ｂ＋Ｃ）／（Ａ）
	　97.9
	        100
	              95.5


※
平成23年９月１日現在数
５
実施体制
⑴ 
指導体制

長寿介護課で監査班を編成する。
⑵　編成人数

原則として２名以上の職員により監査班を編成する。
６
平成23年度監査日程
別途定める。

７
監査後の措置

監査の結果、基準違反等が認められた事業所に対しては、その内容に応じ、法に基づく「改善勧告」、「改善命令」又は「指定の効力の停止・指定取消し」を行うなど、適切に対処する。
なお、上記改善勧告等に至らない改善すべき事項が認められた場合は、口頭及び文書により改善を求め、文書により改善を求めた事項に係る改善結果は書面で報告させる。
第３
必要な様式等

営利法人に対する監査の実施に関し必要な様式（自己点検シート）については、次のとおりとする。


自己点検シート
・
(介護予防)認知症対応型通所介護
様式１

・
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
様式２

・
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
様式３
・
地域密着型特定施設入居者生活介護
様式４
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